
目

次

告

示

○
救
急
病
院
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
一
般
相
談
支
援
事
業
の

廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

青
森
病
院

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
平
野
一
五
五
の
一

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
二
の
一
四
福
祉
用

具
貸
与
東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社
介
護

福
祉
部

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
二
の

一
四

令
和五･
二･
一
令
和五･
三･三一

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
二
の
一
四
特
定
福

祉
用
具

販
売

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社
介
護

福
祉
部

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
二
の

一
四

〃

〃

青
森
県
報
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第
五
百
九
十
五
号

令
和
五
年四

月
五
日

（
水
曜
日
）



社
会
福
祉

法
人
つ
が

る
三
和
会
弘
前
市
大
字
茜
町

二
丁
目
一
の
二

訪
問
介

護

在
宅
介
護

支
援
セ
ン

タ
ー
三
和

園

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

五･
二･二二
〃

社
会
福
祉

法
人
弘
前

豊
徳
会

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

通
所
介

護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
き
ら

ら
弘
前

弘
前
市
大
字
藤

野
二
丁
目
六
の

一

五･
三･
三
〃

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
二
の
一
四
介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社
介
護

福
祉
部

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
二
の

一
四

令
和五･
二･
一
令
和五･
三･三一

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社

弘
前
市
大
字
神
田

一
丁
目
二
の
一
四
特
定
介

護
予
防

福
祉
用

具
販
売

東
北
シ
ス

テ
ム
株
式

会
社
介
護

福
祉
部

弘
前
市
大
字
神

田
一
丁
目
二
の

一
四

〃

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
沢
朋
会

弘
前
市
大
字
大
沢

字
稲
元
三
の
二

短
期
入
所
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業

所
は
く
じ
ゅ
弘
前
市
大
字
大
沢

字
稲
元
一
の
一
三
令
和五･
四･
一

社
会
福
祉
法

人
沢
朋
会

弘
前
市
大
字
大
沢

字
稲
元
三
の
二

短
期
入
所
白
寿
園
短
期

入
所
生
活
介

護
事
業
所

弘
前
市
大
字
大
沢

字
稲
元
三
の
二

〃

一
般
社
団
法

人
プ
レ
イ

リ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
五
七

居
宅
介
護
訪
問
介
護
事

業
所
キ
ー
プ
平
川
市
館
田
西
和

田
一
六
六
の
六

〃

一
般
社
団
法

人
プ
レ
イ

リ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
五
七

同
行
援
護
訪
問
介
護
事

業
所
キ
ー
プ
平
川
市
館
田
西
和

田
一
六
六
の
六

〃

一
般
社
団
法

人
プ
レ
イ

リ
ー

弘
前
市
大
字
笹
森

町
三
七
の
五
七

行
動
援
護
訪
問
介
護
事

業
所
キ
ー
プ
平
川
市
館
田
西
和

田
一
六
六
の
六

〃

合
同
会
社
心

友

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
四
七

五
の
七

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
つ
き

み
荘
２

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
四
七

五
の
九

〃

タ
グ
ボ
ー
ト

株
式
会
社

平
川
市
新
屋
道
ノ

下
三
五
の
二

共
同
生
活

援
助

す
ま
い
る

ホ
ー
ム
町
居
平
川
市
町
居
南
田

一
六
七
の
一
三

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹
八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
九
六

の
三

短
期
入
所
明
幸
園

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
小

渡
八
八
の
二

令
和五･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
相
談
支
援
事
業
を

行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
う
え
お
の

会

つ
が
る
市
木
造
柴

田
弥
生
田
二
の
一
地
域
移
行

支
援

ハ
ー
ト
フ
ル

つ
が
る

つ
が
る
市
木
造
柴

田
弥
生
田
二
の
一
令
和五･
四･
一

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
う
え
お
の

会

つ
が
る
市
木
造
柴

田
弥
生
田
二
の
一
地
域
定
着

支
援

ハ
ー
ト
フ
ル

つ
が
る

つ
が
る
市
木
造
柴

田
弥
生
田
二
の
一
〃

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
事

業
所
な
つ
ど

ま
り

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
豆
沢
字
茂

浦
沢
三
八

令
和五･
三･三一

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
事

業
所
な
つ
ど

ま
り

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
豆
沢
字
茂

浦
沢
三
八

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更
生

医
療
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ワ
カ
バ
調
剤
薬
局
七
戸
店

上
北
郡
七
戸
町
字
影
津
内
九
八
の
二
五

令
和五･
四･
一

あ
ず
ま
し
薬
局
早
稲
田
ド
ラ
イ

ブ
ス
ル
ー
店

弘
前
市
大
字
早
稲
田
二
丁
目
七

〃

（ ）3 青 森 県 報 第595号令和５年４月５日 水曜日



出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩

木
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

中
南
地
域
県
民
局
長

井

沼

広

美

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

田
中

清
榮

木
村

久
榮

佐
藤

義
明

成
田

由
弘

藤
田

秀
弘

髙
杉

忠
則

神

豊

石
田

武
広

本
田

寿
光

鳴
海

清
彦

花
田

敏
英

成
田

公
博

西
澤

孝
政

一
戸

亮
二

菊
池

勲

成
田

信
一

佐
藤

修
一

弘
前
市
大
字
種
市
字
熊
谷
一
〇

〃

大
字
一
町
田
字
浅
井
四
七
二
の
一

〃

大
字
宮
舘
字
房
崎
二
四
の
四

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
六
九

〃

大
字
町
田
二
丁
目
一
の
五

〃

大
字
高
杉
字
阿
部
野
三
一
〇
の
二

〃

大
字
鬼
沢
字
猿
沢
九
八
の
一

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
神
田
一
〇

四
の
一
六

弘
前
市
大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

大
字
青
女
子
字
桜
苅
三
三
二

〃

大
字
小
友
字
神
原
一
〇
八
の
六

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
三
七
の
一

〃

大
字
石
渡
一
丁
目
八
の
一

〃

大
字
岩
賀
二
丁
目
五
の
一

〃

大
字
相
馬
字
山
田
二
九
の
一

〃

大
字
真
土
字
東
川
二
四
一

令
和五･
三･一〇就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

齊
藤

秀
明

田
村

嘉
基

工
藤

賢
生

田
中

清
榮

木
村

久
榮

佐
藤

義
明

石
岡

修
身

藤
田

秀
弘

髙
杉

忠
則

神

豊

石
田

武
広

澁
谷

榮
悦

鳴
海

清
彦

花
田

敏
英

成
田

公
博

西
澤

孝
政

佐
藤

克
郎

菊
池

勲

成
田

信
一

佐
藤

修
一

齊
藤

秀
明

田
村

嘉
基

工
藤

賢
生

〃

大
字
一
町
田
字
村
元
六
六
一
の
二

〃

大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
一
〇
〇
の
二

〃

大
字
十
腰
内
字
猿
沢
一
三
四

弘
前
市
大
字
種
市
字
熊
谷
一
〇

〃

大
字
一
町
田
字
浅
井
四
七
二
の
一

〃

大
字
宮
舘
字
房
崎
二
四
の
四

〃

大
字
下
湯
口
字
村
元
七
九
の
二

〃

大
字
町
田
二
丁
目
一
の
五

〃

大
字
高
杉
字
阿
部
野
三
一
〇
の
二

〃

大
字
鬼
沢
字
猿
沢
九
八
の
一

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
田
代
字
神
田
一
〇

四
の
一
六

弘
前
市
大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

大
字
青
女
子
字
桜
苅
三
三
二

〃

大
字
小
友
字
神
原
一
〇
八
の
六

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
三
七
の
一

〃

大
字
藤
代
四
丁
目
二
の
六

〃

大
字
岩
賀
二
丁
目
五
の
一

〃

大
字
相
馬
字
山
田
二
九
の
一

〃

大
字
真
土
字
東
川
二
四
一

〃

大
字
一
町
田
字
村
元
六
六
一
の
二

〃

大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
一
〇
〇
の
二

〃

大
字
十
腰
内
字
猿
沢
一
三
四

〃〃〃五･
三･
九退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
中

市
筒
口
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
五
日

三
八
地
域
県
民
局
長

菅

孝

（ ）4青 森 県 報 第595号令和５年４月５日 水曜日



役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

村
上

進

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
夕
ノ
沢
五

令
和
五･
三･二〇
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